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平成 23 年 4 月 26 日 

和歌山大学震災支援対策本部・緊急アクションプラン 
 

和歌山大学震災支援対策本部は、東日本大震災による被災地の学生・教職員のために、

以下の５項目について速やかに実現します。 

 

  被災地の学生・大学院生・教員のため、和歌山大学として支援可能な情報は、ホームペ

ージで掲載するほか、文部科学省が開設する、被災地域の支援ニーズと各団体が提供可能

な支援を相互に提供しあうためのポータルサイト「東日本大震災・子どもの学び支援ポー

タルサイト」（http://manabishien.mext.go.jp/）へも掲載します。 

 
 ※「東日本大震災・子どもの学び支援ポータルサイト」 
  被災地域で現在どのような支援を必要としているのかを各地方公共団体や教育委員会等を通じて掲載していただ    

くとともに、支援をご検討いただいている地方公共団体・教育委員会・学校・企業・ＮＰＯ等がどのような支援を

提供することができるのかについてご登録いただくことにより、被災地域での支援が円滑に行われることを目指

し、文部科学省が平成 23 年 4 月１日開設。 
 

Ⅰ．経済支援  

 

１．入学料免除について(平成 23 年度入学生) 

被災した方に対して入学料免除の申請を受け付けます。入学手続の際「入学料免除

願｣を提出してください。 

 

２．授業料免除について 

授業料の納付が困難な場合は、被災状況に応じて授業料の全額もしくは半額を免除

します。（在校生については、既に授業料免除受付は終了しておりますが、上記対

象者に限り授業料免除申請期間を平成 23 年 4 月 20 日までとしました。） 

 

３．和歌山大学家計急変奨学金について 

被災した方に対して｢家計急変奨学金｣申請を受け付けます。金額は一時金 10 万、

20 万、30 万を希望により貸不します。 

 

４．日本学生支援機構の奨学金について 

被災した方に対して「緊急採用(無利子)」｢応急採用(有利子)｣の募集を行います。 

 

Ⅱ．生活支援  

 

 １．住宅の開放 

   被災地域の学生・教職員などの生活支援のため、大学宿舎を無償で提供します。 

（海南宿舎５部屋、紀伊合同宿舎７部屋） 

 

２．メンタルケアサポート 

   震災後の心理的丌安や悩みを抱える学生・教職員へのメンタルケアサポート相談受

付を開始します。 

 

３．安否確認  

  学生へ授業情報等を通知するライブキャンパスを利用したメール及び携帯電話での

確認を行います。 
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Ⅲ．教育学生支援  

 

  １．被災学生・大学院生の教育を受ける機会の継続 

    被災地学生・大学院生の本学の授業科目の受講を認め、授業料は丌徴収とします。 

    和歌山県高等学校校長会等へ、被災地大学等へ入学予定の県内学生が本学の授業    

科目を無償で受講できるよう働きかけを行います。 

    取得単位の活用については、被災学生が所属する大学の判断となります。 

 

２．内定取消学生への支援 

    内定を取り消された学生を対象に、研究生として受入れ（授業料丌徴収）を行う

など配慮します。 

 

３．図書館及びＩＣＴの利用     

    本学が有する図書・電子ジャーナル及び情報機器等について無料で開放します。 

 

          

Ⅳ．研究支援  

 

  １．図書館・ＩＣＴの利用 

    被災地域の学生・教員や被災地域の大学等へ入学・就任予定の学生・教員の研究    

支援のため、本学が有する図書・電子ジャーナル及び情報機器等について無料で    

開放します。 

 

２．類似専門領域へのゼミの参加 

    被災地域の学生・教員や被災地域の大学等へ入学・就任予定の学生・教員の研究    

支援のため、本学の類似専門領域のゼミへの参加を認め、研究を支援します。 

 

３．実験室の開放 

    被災地域の学生・教員や被災地域の大学等へ入学・就任予定の学生・教員の研究    

支援のため、本学の実験室や実験機器等を無料で開放し、研究を支援します。 

 

 

Ⅴ．被災地支援  

 

  １．教職員の被災地への派遣 

    大学関係者、国大協、文科省の要請に応じ、被災地域の状況を精査の上、本学の  

教職員を被災地域へ派遣し以下の支援を実施します。 

     ①メンタルケアサポート、②事務支援、③調査 

 

  ２．学生の被災地でのボランティア活動 

     ①ボランティア活動のための修学上の配慮 

     被災地でのボランティア活動を希望する学生に対し、ボランティア活動の実践   

を本学の自主演習として単位の付不やボランティア活動のため休学する場合の   

学費の取扱等について配慮を行います。 

 

      ②ボランティア活動に関する安全確保及び情報提供 

       ボランティア活動に参加する学生に対し、事前の安全管理の徹底やボランティ   

ア保険等の加入を呼びかけるなど適切な指導を行います。 


